
｜
I

’

今- :皇｜
ソ‘身内

閣
人
第
六
○
号

’ オ

脚不
1－1 J

新
藤
国
務
大
臣

谷一
年

内
閣
総
理
大
臣

腿
苛
惟
、
い
口
蘭
・
・
い
‐
い
↑
．
、
》
ノ

生j君田

国
務
大
臣

囲 国
務
大
臣

圏
零
大
臣

1－

ノ～

篭 林
Ⅱ

田

』

木
国
務
大
臣

l.u

内
閣
官
房
長
宵

国
務
大
臣

国
蒔
大
臣

寺1

内
閣
官
房
副
長
官

I，

定
－

｜
基
巨

毎
個

ｒ

ｌ
ト
ー
０

田

国
務
大
臣

１
１
イ
ー

国
務
大
声

､ 凸△

内
閣
総
務
官
Ｊ１

小
け
ｑ
二

一
毫
一山
口
屋
国
務
大
臣

本
国
務
大
臣’
国
務
大
臣

Ｉ

ー

hV

｜ 下
村

国

r蛍

にlゞ

IF ‐/言

い種

｜ 」
-大

門 臣

， |典
！ i ’

｜ ’
国
f

ご

平伊忠
J

石 岐 阜 ｜

好i典
伸|〒｜’

根・本国務大臣

窪

小
野
寺
国
務
大
臣

甘
利
国
務
大
臣

平
成
二
六
年
四
月
一
四
Ⅱ

激
可

十
成
年
Ⅱ

平
成
年
川
Ｈ

|毛

奏

卜
成
年

四
川
一
五
日Ｈ

Ｉ

施
〆一

（｣．

､ ・

成

年

H

H



Ｐ

I

利

’
４

正
一
足
ｒ
野
虫
汀
鈩
■
ｐ
Ｉ
Ｉ
ｌ
．
．
．
．
ｌ
ｌ
ｉ
．
．
１
１
１
１
．
。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
・
ロ
ー
■
■
一
■
一
■
｜
■
■

１

Ａ

岬

Ⅱ

Ⅲ

岬

Ⅱ

Ｉ

ｐ

ｌ

ｌ

旧

伽

叩

１

１

〃

町

川

肛

・

ｒ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

４

『

旧

咀

牙

司

赴

〆

Ｉ

財

Ⅱ

ｌ

Ⅲ

甲

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

叩

Ⅲ

咀

川

則

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

ｌ

ｌ

ｌ

Ⅱ

１

１

１

（
以
上
四
月
十
五
日
付
）

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

詞
串
職
‐
寺
可
月
月
崎
山
写
ｊ
玉
田
圃
出
錨
耐
島
Ｐ
弓
幽
門
出
凹
阜
‐
４
世

特
命
全
権
大
使
冨
永
純
正

‐
淵
上
隆

特
命
全
権
大
使

に
任
命
す
る

、

Ｌ

坂
井

眞

樹

１
１

水
谷
Ｌ
章



到駐罰を奇

玉|” ‐そ

ゴ 忠

詞駐箭を両玉'第

ず 手

考赤ロ|到繊 一名

(以上4月15日付発令予定）



外人第4647号

平成26年4月11日

内閣総理大臣 安倍晋 殿三

外務大臣 岸 田文

閣閣議決定人事について

別紙のとおり発令を願います。



外務省

伊岐典子

平石好伸

水谷 章

坂井
ｰ

県 樹

淵上 隆

特命全権大使に任命する

（コンゴ民主共和国兼コンゴ共和国駐笥）

願に依り本官を免ずる

特命全権大使冨永純正

(以上4月15日付発令）

おって，伊岐にはブルネイ国駐笥，平石にはジンバブエ国駐笥，水谷には

モザンビーク国駐箭，坂井にはミクロネシア国兼マーシヤル国駐笥，淵上

にはドミニカ共和国駐笥を命ずる



昭
和
五
三

出
生
地

年
号

本
籍五

四
五
五

五
六

一

一
一
一

月
○五 三四 四一

■■■■■■■

一

五

一
一
ハ

日
一

一 －－

－ 一

労
働
省
大
臣
官
房
国
際
労
働
課
に
転
任
さ
せ
る

東
京
労
働
基
準
局
監
督
課
に
配
置
換
す
る

東
京
労
働
基
準
局
賃
金
課
に
配
置
換
す
る

東
京
労
働
基
準
局
監
督
課
に
転
任
さ
せ
る

労
働
事
務
官
（
労
政
局
労
働
法
規
課
）
に
採
用
す
る

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

国
家
公
務
員
採
用
上
級
試
験
（
法
律
）
合
格

八
王
子
労
働
基
準
監
督
署
第
一
課
に
配
置
換
す
る

履

事

歴

出
生
年
月
日

氏項 旧
1

ｇ
一

氏
名
書

名

伊い
昭
和
三
一
年
三
月
二
一
日
生

外

岐含
省

務

典3庁

省

子こ名



I

●

q

●

ヂ

●

七
一・

ノ､ 五 四
一

一一一

平
成

元

｛
ハ
ー
ニ

｛
ハ

‐

五
九

昭
和
五
七

年
号

四 七 八 四

一

○ 四

一

○ 七 七 四
月

▲ 一
一

△

九 今

一
一
一
一

一

ｰ 一一 ﾏ - - -ﾏ ｰｰbe

。
一
日

大
阪
婦
人
少
年
室
長
に
配
置
換
す
る

●
■

ﾛ

〃

活
用
企
画
官
に
昇
任
さ
せ
る●

●

職
業
安
定
局
高
齢
・
障
害
者
対
策
部
高
齢
者
雇
用
対
策
課
高
齢
者
能
力

０

大
臣
官
房
国
際
労
働
課
に
配
置
換
す
る

職
業
安
定
局
雇
用
政
策
課
に
配
置
換
す
る

婦
人
局
婦
人
政
策
課
に
配
置
換
す
る

■
■

■
●

労
働
事
務
官
婦
人
局
婦
人
福
祉
課
に
配
置
換
す
る

0 ●

● や
り

地
方
事
務
官
山
梨
県
商
工
労
働
部
職
業
安
定
課
長
に
配
置
換
す
る

専
門
官
に
昇
任
さ
せ
る

職
業
安
定
局
高
齢
・
障
害
者
対
策
部
障
害
者
雇
用
対
策
課
障
害
者
雇
用

職
業
安
定
局
高
齢
者
対
策
部
企
画
課
に
配
置
換
す
る

婦
人
局
婦
人
政
策
課
に
配
置
換
す
る

婦
人
少
年
局
婦
人
労
働
課
に
配
置
換
す
る

Ｏ
ｂ

事

項

色 、

●
。

省
庁
名



■

●

●

●

フ

一
一
一
一

一
一

▲

ー艮

○

一

八

■■■ _令

一
ハ

合
一

四

一

言

■

●

一

○

平
成
九

年
号

七 七
一
ハ 七 九 四 四

今 →
｛
ハ 七

月

一
一
一

一

二

四
一一 一 一

▲

一
ハ

▲

一 一 一 全
｛
ハ

畠喜
一 .▲

○
一
日

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
職
員
に
採
用
す
る

雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
に
昇
任
さ
せ
る

兼
ね
て
少
子
化
対
策
担
当
を
命
ず
る

●
●

大
臣
官
房
審
議
官
（
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
担
当
）
に
併
任
す
る

厚
生
労
働
事
務
官
（
中
央
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長
）
に
採
用
す
る

0

■

国
立
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
次
長
を
命
ず
る

◆

守

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
に
採
用
す
る

総
務
部
長
を
命
ず
る

中
央
労
働
災
害
防
止
協
会
職
員
に
採
用
す
る

■
０

労
働
基
準
局
勤
労
者
生
活
部
企
画
課
長
に
配
置
換
す
る

厚
生
労
働
事
務
官
（
職
業
安
定
局
業
務
指
導
課
長
）
に
転
任
さ
せ
る

女
性
局
庶
務
課
長
に
配
置
換
す
る

●

職
業
安
定
局
外
国
人
雇
用
対
策
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

●
ｑ
事

項

省
庁
名



I

0

■

0

0

’
一
｜
’
一
一
一
一
’
一
’
一
一
一
一
一
’
一

一
一
一
ハ

’
一

平
成
二
四

一

年
号

●

●

四 九
月

今

五
今

ー

○
日

勺
■

辞
職
を
承
認
す
る

厚
生
労
働
事
務
官
（
大
臣
官
房
付
）
に
転
任
さ
せ
る

労
働
基
準
監
督
官
‘
（
東
京
労
働
局
長
）
に
採
用
す
る

『

｡

統
括
研
究
員
に
任
ず
る

●
。事
項

省

庁

名



昭
和
五
四

年
号

本
籍

出
生
地

｛
ハ
ー
五
八

五

六

五
五

－一

月
○

一
ハ七 八

一
一
一四一

一

一一
一
一
一

一
・
一

＝

日
○ 五

▲ ＝ 二

: 履

歴

項 出
生
年
月
日

旧 氏

氏
名
書

名

平曹

昭
和
三
一
年
七
月
五
日
生

石ビ
省

好f庁

伸景名

1



O

O

B

●

●

0

一
一
九 七 五 四

平
成
二
一
ハ
ー
ニ

昭
和
六
一

年
号

一

八

一

一
一 八 ー三

一
口
一

一 八 七
月

一

八
一一一 －

一一

五 -

=二

○ 一
口

－一

一
ハ

▲

七
日

大
臣
官
房
領
事
移
住
部
外
国
人
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

経
済
局
国
際
経
済
第
一
課
海
洋
室
長
に
配
置
換
す
る

国
際
連
合
大
学
（
東
京
）
に
派
遣
す
る
（
国
連
大
学
学
長
補
佐
官
）

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
局
地
域
政
策
課
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
総
務
課
企
画
宮
に
配
置
換
す
る

国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

心
の

在
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

、
■
●

領
事
を
命
ず
る

在
プ
レ
矛
リ
ア
日
本
国
総
領
事
館
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
局
地
域
政
策
課
に
配
置
換
す
る

条
約
局
国
際
協
定
課
に
配
置
換
す
る

事

項

省
庁
名



●

7

ー二
今

０
。

‐ 令

八

一

一
ハ

▲

四
6 ◆

一

一
一
一

平
成
二
一

年
号

八
一
ハ

■■ 一

八 今 九
月

四

△

五
今

一
一
ハ

一 一
日

国
際
部
副
部
長
を
命
ず
る

参
議
院
参
事
に
任
ず
る

二
６
●

日
本
政
府
代
表
部
に
在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

軍
縮
会
議
日
本
政
府
代
表
部
在
勤
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
軍
縮
会
議

軍
縮
会
議
日
本
政
府
代
表
部
に
配
置
換
す
る

の
名
称
を
与
え
る

タ
イ
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
タ
イ
国
に
在
勤
す
る
期
間
公
使

０
■

参
事
官
を
命
ず
る

外
務
事
務
官
（
在
タ
イ
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

、

る

、

■

内
閣
府
事
務
官
（
国
際
平
和
協
力
本
部
事
務
局
参
事
官
）
に
転
任
さ
せ

転
任
さ
せ
る

総
理
府
事
務
官
（
国
際
平
和
協
力
本
部
事
務
局
派
遣
担
当
参
事
官
）
に

事

項

１

省
庁
名



●

Q

O

●

①

■■■■■

＝
一
ハ

四

平
成
二
四

〃 争

四

年
号

月

一今

五
一
ｏ
－
Ｐ

一
一

日

「

● 0 ■
砂

も

● 白

●
◆

ｒ
■
●

辞
職
を
承
認
す
る

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
採
用
す
る

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
常
任
監
事
に
任
命
す
る

●

事
項

C

省

庁

名



昭
和
五
四

年
号

出
生
地

本
籍五

八
五
六

五
五

一

月
○

一
ハ七 八．

一
一
一四一

ー昌

狩

一

日
○ 五一 一 I■■ -一

在
ベ
ル
リ
ン
日
本
国
総
領
事
館
に
配
置
換
す
る ！

履

歴

出
生
年
月
日

氏旧

氏
名
書

名

水学
昭
和
三
二
年
一
一
月
三
日
生

外

谷腱
省

務

庁

省

章；名



■

●

■

●－

四

一

一
一

一 一

○ 九 七 四

平
成

i一三

一
ハ
ー
ー

昭
和
六
○

年
号

里

へ

○ 九
全

五 八 八 七 八
月

一

五 二

一

四

▲

一
ハ

一

五 －2 一一

▲

五 一
日

に
併
任
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

外
務
事
務
官
‐
（
大
臣
官
房
領
事
移
住
部
邦
人
保
護
課
長
）
に
採
用
す
る

東
宮
侍
従
に
任
命
す
る

総
合
外
交
政
策
局
科
学
原
子
力
課
国
際
科
学
協
力
室
長
に
昇
任
さ
せ
る

大
臣
官
房
領
事
移
住
部
領
事
移
住
政
策
課
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

■
●

申
○

在
Ｆ
イ
ッ
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

ｐ
●

経
済
局
海
洋
課
に
配
置
換
す
る

国
際
連
合
局
社
会
協
力
課
に
配
置
換
す
る

情
報
調
査
局
に
配
置
換
す
る

副
領
事
を
命
ず
る
事

項

省

庁

名



●

旬

●

◆

○

巳

｡

’

＄

平
成
一
二

一

九

一

一
ハ

平
成
一
四

年
号

九

＝ 一一一

五

七

△

七

一
一

○

■■■■■■■■■■

一

九

一

月

日

国
立
大
学
法
人
一
橋
大
学
職
員
に
採
用
す
る

。
●
■

す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

パ
キ
ス
タ
ン
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
パ
キ
ス
タ
ン
国
に
在
勤

在
パ
キ
ス
タ
ン
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

公
使
の
名
称
を
与
え
る

I

ド
イ
ツ
国
駐
箭
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
蔭
イ
ッ
国
に
在
勤
す
る
期
間

在
ド
イ
ツ
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

公
使
の
名
称
を
与
え
る

器

ル
コ
国
駐
箭
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
ト
ル
コ
国
に
在
勤
す
る
期
間

参
事
官
を
命
ず
る

j

●

在
ト
ル
コ
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

▲

）

内
閣
官
房
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
推
進
室
室
員
を
命
ず
る
（
～
一
四

事

項

●
。 省

庁
名



一
一
｜
’
’
一
一
一
一
一
’
一
’
一
一
一

ニ
ニ
ハ

一
一
一
一

一
一
一
一
一

一

年
号

四 四
月

●
寺

I

■
一
■

●
■
。
■

●
■

。
■

U ●

一

五

辞
職
を
承
認
す
る

る

一

外
務
事
務
官
（
在
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
曰
本
国
総
領
事
館
総
領
事
）
に
採
用
す

教
授
（
大
学
院
法
学
研
究
科
）
を
命
ず
る

ｳ

日

－

事

杢

項

省
庁
名



平
成

昭
和
五
五

年
号

出
生
地

本
籍

一
ハ
ー
ニ

一
ハ
ー
五
八

五
六一

一

一
一

月
○ 九 七 ○八 四 三

一
一
ハ

一
’
一 日
八

一
一

一一一一

一

I"
履

歴

出
生
年
月
日

氏，旧
氏
名
書

名

坂；
昭
和
三
一
年
五
月
二
七
日
生

外

井い
省

務

眞喜庁

省

樹き名



●

●

G

、

●

三

○

▲

九

一

七

一

一
ハ

－ 今

五

--

1t

一

○ 九

平
成
六

年
号

八 四 七
一 一 七 七

一
ハ 五 四 四 四

月

■ 上 上 一

一一

○ 二
全

一
一
一

ユー
一
ハ

一2

九

ｰ 令

《
ハ

一 一一一
一 面

日

大
臣
官
房
政
策
課
長
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
企
画
評
価
課
長
に
転
任
さ
せ
る

水
産
庁
漁
政
部
漁
政
課
長
に
配
置
換
す
る

水
産
庁
漁
政
部
企
画
課
長
に
転
任
さ
せ
る

●
９

ﾔ

（

消
費
・
安
全
局
消
費
・
安
全
政
策
課
長
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
国
際
部
国
際
調
整
課
長
に
配
置
換
す
る

総
合
食
料
局
国
際
部
国
際
調
整
課
長
に
配
置
換
す
る

農
林
水
産
事
務
官
（
大
臣
官
房
付
）
に
転
任
さ
せ
る

参
事
官
を
命
ず
る

●
。

ｅ

外
務
事
務
官
（
在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

農
産
園
芸
局
総
務
課
付
に
配
置
換
す
る

農
産
園
芸
局
総
務
課
調
査
官
に
昇
任
さ
せ
る

今

、

大
臣
官
房
予
算
課
に
配
置
換
す
る

●◆

■
●

事
項

省
庁
名



■

包

む

一
一
一
ハ

貢

五

一
一
一
一
一

平
成
一
二

年
号

四 四

●一

二 八 七 一
月

宕令

五 今
今

一
一
一
ハ =二

ー一局

四 五
日

辞
職
を
承
認
す
る

●
Ｐ
Ｃ

大
臣
官
房
付
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
統
計
部
長
に
配
置
換
す
る

内
閣
官
房
国
家
戦
略
室
室
員
を
命
ず
る
（
～
二
四
．
三
一
）

内
閣
総
務
官
室
に
併
任
す
る
（
～
二
四
・
二
一
）

に
併
任
す
る
（
1

二
五
・
四
）

●
Ｐ

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）

大
臣
官
房
国
際
部
長
に
配
置
換
す
る

■
●

大
臣
官
房
政
策
評
価
審
議
官
に
配
置
換
す
る

経
営
局
に
併
任
す
る
（
＄
一
一
三
・
八
）

肖＃

費
・
安
全
局
に
併
任
す
る
（
；
一

一

一

●

-tj
…

。÷

大
臣
官
房
参
事
官
に
昇
任
さ
せ
る

事

｡

。

項

省

庁

名
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成

昭
和
五
四

年
号

出
生
地

本
籍

一
ハ
ー

五
八一

ハ

一

■■■■■■■■■b

月
九 五 三四

一
一
一
１

四

一

一
一
一

日一
ハ ○ 一

在
メ
キ
シ
コ
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

中
南
米
局
中
南
米
第
二
課
に
配
置
換
す
る

在
ヴ
エ
ネ
ズ
エ
ラ
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

三
等
書
記
官
を
命
ず
る

履

歴

出
生
年
月
日

氏旧

氏
名
書

名

淵：
昭
和
二
六
年
五
月
二
六
日
生

外

上：
省

務

庁

省

隆；名
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●
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｡

ﾆｰ：
一
ハ

一
一

四

一
一

一

●

一

己

八
、
●

ー

一
ハ

一

五

一

~畠

平
成
九

年
号

四 九

今

○ 一 一
一
一 八 一一一→

一

一

・

一 九 四
月

守 一

五 一
二
｛
ハ

△

四

三

○ － 坐。 △ 一
ハ

一二

五

, ：

一

日

一
■
口
■

●

、

辞
職
を
承
認
す
る

在
バ
ル
セ
ロ
ナ
曰
本
国
総
領
事
館
総
領
事
に
昇
任
さ
せ
る

中
南
米
局
中
米
カ
リ
ブ
課
地
域
調
整
官
に
転
任
さ
せ
る

●
■

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
ニ
カ
ラ
グ
ア
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

０
■

領
事
を
命
ず
る

在
バ
ル
セ
ロ
ナ
曰
本
国
総
領
事
館
に
配
置
換
す
る

上
席
専
門
官
に
指
名
す
る

専
門
官
に
指
名
す
る

●
◆

中
南
米
局
中
南
米
第
一
課
に
配
置
換
す
る

■
夕
可

在
ス
ペ
イ
ン
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

ｑ
■

一
等
書
記
官
を
命
ず
る
事

項

省
庁
名



平
成内

閣
総
理
大
臣 年

退
月

安
倍
晋

特
命
全
権
大
使

日

官
三

殿

願



昭
和
四
八

年
号

本
籍

出
生
地

五
七
五
六
五
五

五
一

一
一

一
一
一

月
五 九
’
一

｛
ハ
一
一
一

一

二

○

一

一

一

○
日一 ー － －
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履

歴

出
生
年
月
日

氏旧
氏
名
書

名

と
み
言
函

昭
和
二
五
年
五
月
一
七
日
生

外

永ボ
省

務

純f庁

省

正童名



一
一
一

一
一

－

○ 八 七 五 四

平
成

元

一
ハ

ユ

昭
和
五
七

年
号

九 八
一
一
一 四 七 四

一

一
一

▲

一

○ 五 五
月

一

一

八

一

｛
ハ

一

』■L

五 一
一

三

○
一 一 －

日

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
ベ
ル
ギ
ー
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

経
済
協
力
局
政
策
課
国
際
緊
急
援
助
室
に
配
置
換
す
る

経
済
協
力
局
技
術
協
力
課
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
国
際
機
関
日
本
政
府
代
表
部
に
配
置
換
す
る

中
級
に
登
用
す
る
（
昭
和
五
五
年
度
入
省
扱
）

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
中
央
ア
フ
リ
カ
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

中
近
東
ア
フ
リ
カ
局
ア
フ
リ
カ
第
一
課
に
配
置
換
す
る

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
フ
ラ
ン
ス
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

三
等
書
記
官
を
命
ず
る
事

項

プ

省
庁
名



夕
》

、

平
成
二
三
二
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一

一
一

○

ﾛ－

九

平
成
一
六

年
号

九 一 八 九 八
一
一
一
月

一 一

五
一 △

〃 一

一
一

｛
ハ

－

○
日

辞
職
を
承
認
す
る

参
事
官
を
命
ず
る

Ｑ

在
モ
ロ
ッ
コ
日
本
国
大
使
館
一
等
書
記
官
に
転
任
さ
せ
る

室
長
）
に
併
任
す
る
（
＄
一

一

ー皇
、

八
、〆

内
閣
府
事
務
官
（
大
臣
官
房
企
画
調
整
課
野
口
英
世
ア
フ
リ
カ
賞
担
当

長
）
に
併
任
す
る
（
1
一

一

一．

、

九
～_＝

内
閣
府
事
務
官
（
大
臣
官
房
国
際
課
野
口
英
世
ア
フ
リ
カ
賞
担
当
室

中
東
ア
フ
リ
カ
局
ア
フ
リ
カ
第
一
課
地
域
調
整
官
に
昇
任
さ
せ
る

上
席
専
門
官
に
指
名
す
る

中
東
ア
フ
リ
カ
局
ア
フ
リ
カ
第
一
課
に
配
置
換
す
る

在
カ
メ
ル
ー
ン
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

事

項

－

省
庁
名


